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                                               ２０１７年５月１２日  第９０８号 
 

   
   

 

名和新学長（当時工学研究院長） 

組合と会見！ 
  3 月 30 日（木）の午後、40 分にわたり執行委員会は名和豊春学長予定者と工学研究院長室で懇談し

ました。４名の執行委員が参加しました。組合から、学長就任直前の激務の間を縫っての時間設定に深

謝したうえで、「人件費削減問題」、「軍事的安全保障研究の問題」に関する見解を問い、学内からの要望

の具体的な事例として、図書館の結露の問題に関する要望を伝えました。 

  名和氏は、まず、専門の施設維持管理に関心を示され、結露は数年以内なら施工業者のミスであるから

再工事させることができるので、今回のケースについては、図書館の施設部に申し入れてほしい。対応が

悪ければ再度連絡してほしいと述べました。人件費削減問題については、執行部から情報開示と議論がま

ったくなかった点を批判しました。学長就任後は、大学運営の責任者として「できないことは、できない」

と言うが、同時に、よく議論して、どうしてもやりたいことなら、考えを変えてもよい」と述べ、構成員

との対話を重視する姿勢を示しました。関連して、グローバリゼーションのひずみの問題、高い学費の問

題、研究室における民主主義の重要性（名大物理学教室の例）などに言及。北大のよい面を再評価し、大

学のあり方を見直していく必要があるとの認識を示しました。 

  持参した『きかんし北大』の拙文が札幌農学校内村鑑三にふれていたことから、内村の「非戦論」に話

が及び、「軍事的安全保障研究」については、「デュアルユース以前に、非戦が重要と私は考えている」

と発言。多くの技術は軍事に転用可能であるが、非戦であれば問題はなくなるのだから、憲法 9 条の意

義などについて議論していくことが大切、入学式典対応などは従来通り北大の独自性を追求すると述べま

した。この話題から、話は、学生教育のこと、環境等の国際的な問題に目を向けることの重要性、新渡戸

稲造、内村鑑三ら札幌農学校の先達にも及びました。 

  団体交渉では厳しい議論をしなければならないことはもっともだが、建設的な主張を述べ合うことが重

要との見解をお持ちで、見解は組合と大筋で一致しているように感じました。  

  今後、新学長が、互いに議論をしていく姿勢を保つことを望みます。また、そうさせるように、組合も

組合員や大学構成員の意見を集め、議論し、問題提起や行動を積極的にしていかなければならないとあら

ためて感じました。                   （執行委員長 間宮 正幸）                                          

 

きかんし  
北海道大学教職員組合機関紙 

電話 011-746-0967(FAX 共通)／内線 2083・3994 
URL：http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kumiai/ 
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組合に 

  
＜新歓期を迎え、新しい仲間が組合に加入しています＞ 

 
4 月 6 日、病院で行った説明会では、参加した 1 名の職員が加入しました。 

加入に至る経緯を聞くと、他の病院でも超勤が多く、残業代が払われていないなど問題が 

多く、組合の役割が重要だという認識を持っていたとのこと。 

 

4 月 21 日、文系部局の合同説明会には、2 名が参加。うち 1 名が加入しました。 

加入者は、前の職場に比べて北大の職場にはさまざまな理不尽なルールがあると感じて 

おり、問題を正す必要があると考えていたそうです。 

  自分の職場では当たり前でも、他の職場ではそうではないことは珍しくありません。 

職場を超えたつながりができ、働きやすく、仕事に誇りを持てる職場づくりに何が必要な 

のかを考え、力を合わせていくことができるのは組合の最大のメリットです。 

 

説明会に先立ち、執行委員会、文系職場班では、チラシをまくなど宣伝に力を入れてきまし 

た。その過程や説明会を通じて、あらためて実感されるのは、組合に対する潜在的なニーズの 

大きさ、そして、身近な仲間の相談に応じるなど、各職場の状況に応じたとりくみを行うこと 

のできる職場班の活動の重要性です。 

今後も、理系の職場などで、説明会を開催します。 

働く仲間の期待に応えるために、組合を大きく強いものにしていくとりくみを各職場から進 

めていきましょう。                    （書記長  光本  滋） 

 

 
 

 

 

 

病院、文系職場班で 

組合説明会開催！ 

 

働きやすい職場に 

するために、組合員を 

増やしましょう！ 
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4 月 21 日（金）18 時 30 分から文系合同企画としてミニ学習会＆組合説明会＆ 

懇親会を行いました。新たな顔ぶれの非組合員 2 名を含め 13 名の参加がありました。 

ミニ学習会「北大で働く人びと」では、そもそも北海道大学では、どんな人が、ど 

のくらい、どのように働いているのか、私たち自身がきちんと知らないのではないか 

という問題意識から、2008 年に北大教職員組合が実施した調査（報告書『北大非正 

規雇用職員労働・生活実態調査』2009 年）の概況を共有した上で、平成 28 年度の 

在職状況資料（北海道大学事務局総務企画部人事課厚生労務室より）で現状を確認し 

ながら身の周りの現状について意見交換をしました。 

非正規雇用職員のうち多数を占めるのは契約職員と短時間勤務職員ですが、その中 

に「○○員」といった名称が、契約職員で 17、短時間勤務職員で 27 もあります。 

状況や職務は個々に異なるため一概には言えませんが、少なくとも、これだけ多様化 

＝個別化されていると、個人が各々の置かれた状況をどう理解するかが難しくなるこ 

とが予想されます。同じ職場に同じ職名の人が自分一人であれば、その働き方や待遇 

に気になることがあっても口に出して言うことは容易なことではないでしょう。 

上記組合調査によれば、北大教職員組合の存在を「知らなかった」という人も少な 

くありませんでした（契約職員 28.8％、短時間職員 23.9％）。組合を知っていても 

非正規職員が加入出来ることを知らない人もいます（契約 22.0％、短時間 38.7％）。 

これらのことから、現在の組合に届いていない声 

とどう出会うのかという私たちの課題をあらため 

て確認した時間となりました。 

その後の懇親会は、非組合員参加者の加入意思表 

明もあり、また各々の研究に関する話題にも広がったりして、少人数ながら楽しいひ 

とときを過ごすことができました。             （教育学部班 辻  智子） 

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○○●○ 

第８８回メーデー 

中島公園に 労働者集う！ 
第 88 回メーデー北海道集会が、5 月 1 日(月)に中島公園 

で開催され、３０００名が集まりました。  

「戦争法廃止！許すな共謀罪！憲法改悪を許さない！市民と 

野党の共闘で安倍暴走政治 STOP！」などのスローガンの 

もと、老若男女が諸要求をかかげ自由広場に集まりました。 

各団体による６０秒スピーチでは、「共謀罪反対」などの 

 メッセージボードが掲げられました。(M) 

 

文系合同説明会から 
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★はじめてメーデーに参加しました★ 
私のメーデーデビューはあいにくの曇り空となり寒かったのですが、赤や黄色の旗、仮装する人もいて 

活気にあふれ、中島公園は熱く盛り上がっていました。 

メーデーに初めて参加して、たとえ一人ひとりの力は小さくても、志をひとつにした仲間が集まれば 

大きな力となる。だからこそ一人ひとりが声をあげる事が大切なのだと感じました。 

平日にもかかわらず沢山の参加がありました。北大職組からは、メーデー集会に OB を含めて２６名が 

が集い、その後の交流会には２１名の参加がありました。来年はもっと多くの方が参加される事を心から 

願っています。                      （書記 高橋 直子） 

○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○○●○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

《組合関連スケジュール》 

5/19  戦争をさせない総がかり行動     18:00～  大通西３丁目 集会＆デモ 
5/20   2017 労働安全衛生学校「メンタル・パワハラ対策と職場の労働安全衛生活動を考える」 

10:00～16:30  高等学校教職員センター 
5/20   2017 国民平和大行進札幌行進 
6/29-30  医療研究全国集会 
7/8-9   全大教定期大会 東京・南部労政会館 

7/22   北大職組定期大会    組合員を増やしましょう！ 

テロ対策?を言うが・・・ 

ふたたび「宮澤・レーン事件」を起こしてはならない！ 
過去に３度も廃案になった「共謀罪」法案が、現安倍政権は「テロ等準備罪」というように名前を変 

えて今国会に提出し、現在審議中である。 

「テロ対策に必要だ」「この法案が成立しないと東京五輪が開催できない」「一般の人は対象外だから 

問題ない」「監視社会にならない」と政府はこのように国会で答弁している。 

あまりにも「心配ない」「そうはならない」と強調されるとかえって心配してしまうのは私だけだろうか？ 

この法案が国会に提出され、マスコミを通じていろいろ報道される内容や専門家の人たちの話を聴くと 

いちばんに思い浮かぶのが戦前の治安維持法である。戦後生まれであっても、あの第二次世界大戦に突入 

する以前に「治安維持法」なるものが時の国会に提案され、現在と同様に「一般の人は対象にならない」 

と説明され成立するが、まもなく法律の内容が恣意的に拡大解釈され、特高警察などが一般人の思想・言 

論を弾圧し、監視と逮捕・投獄が繰り返された。代表的な例ではプロレタリア作家の小林多喜二が治安維 

持法違反を理由に逮捕され拷問により獄死した。北大関連では「宮澤・レーン事件」の北大生宮澤弘幸氏 

が不当に逮捕され投獄。戦後すぐに釈放されるが、獄中の拷問などもあり栄養失調と結核を患い、釈放の 

２年後に死亡している。 

このようなことが、ふたたび起こらないと言えるのか。日本国憲法で保障されている「内心の自由」が 

侵されかねないという。このような「心配だらけの法律」は絶対に成立させてはならない強く思います。 

                             （執行委員 村 上  毅） 

 

「共謀罪」問題あり！ 


